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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月15日(2018.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抗菌及び創傷治癒促進のための有効成分として、プロタミン及びその薬学的に許容され
る塩から選択される少なくとも１種を含むことを特徴とする創傷治癒剤。
【請求項２】
　前記有効成分が、プロタミン及びその薬学的に許容される塩から選択される少なくとも
１種からなる単一有効成分である請求項１に記載の創傷治癒剤。
【請求項３】
　プロタミン及びその薬学的に許容される塩から選択される１種を単一有効成分として含
む請求項１に記載の創傷治癒剤。
【請求項４】
　前記創傷が皮膚の創傷である請求項１乃至３のいずれか１項に記載の創傷治癒剤。
【請求項５】
　抗菌及び創傷治癒促進のための有効成分を含む創傷治癒剤の製造における、プロタミン
及びその薬学的に許容される塩から選択される少なくとも１種の、前記有効成分としての
使用方法。
【請求項６】
　前記有効成分が、プロタミン及びその薬学的に許容される塩から選択される少なくとも
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１種からなる単一有効成分である請求項５に記載の使用方法。
【請求項７】
　プロタミン及びその薬学的に許容される塩から選択される１種を前記創傷治癒剤の単一
有効成分として使用する請求項５に記載の使用方法。
【請求項８】
　前記創傷が皮膚の創傷である請求項５乃至７のいずれか１項に記載の使用方法。
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